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島根県市町村職員共済組合  

 
 
島共済公告第３９７号  
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組
合
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
 

  
組
合
会
会
議
規
則
（
昭
和
３
７
年
規
程
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
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（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
 

 
 

改
 
正
 
後
 

改
 
正
 
前
 

（
傍
聴
の
許
可
）
 

（
傍
聴
の
許
可
）
 

第
３
０
条
 
会
議
を
傍
聴
し
よ
う
と
す
る
者
に
は
、
組
合
員
と
認
め
る
に
足
る
書

面
等
を
受
付
係
に
提
示
さ
せ
た
上
で
入
場
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
組
合
員
と
認
め
る
に
足
る
書
面
等
を
所
持
し
て
い
な
い
場
合
で
も
組
合
員

で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
入
場
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
３
０
条
 
会
議
を
傍
聴
し
よ
う
と
す
る
者
に
は
、
組
合
員
証
又
は
組
合
員
と
認

め
る
に
足
る
書
面
を
受
付
係
に
提
示
さ
せ
た
上
で
入
場
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
組
合
員
証
又
は
組
合
員
と
認
め
る
に
足
る
書
面
を
所
持
し
て

い
な
い
場
合
で
も
組
合
員
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
入
場
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。
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こ
の
規
則
は
、
公
告
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
６
年
１
２
月
２
日
か
ら
適
用
す
る
。
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日
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